
ご提案（三原副大臣からの協力要請に関しまして）

中央労働災害防止協会（中災防）では、事業場における労働災害防止の取組をご支援
するため、集合型の研修・セミナー（オンライン含む）や専門家が事業場を訪問して
安全衛生教育や現場指導を行う技術サービスを行っています。
今回、三原副大臣の協力要請を踏まえまして、具体的に以下の取組みをご提案します。

 健康づくり、体力づくり
・特別な道具もいらず、みんなでできる体力チェックを実施します。（※）
・災害予防につながる体操を提供します。（※）

 転倒防止の取組
・専門家が現場確認のうえ、転倒リスクの見える化などをアドバイスします。（※）

 ヒューマンエラー対策
・ヒューマンエラーはなぜ起こるか、対策はあるのか、仕組みを講義します。（※）
・個人ごとにエラー傾向とパーソナリティ傾向を分析します（安全行動調査）

 高年齢労働者の安全衛生
・「高年齢労働者の安全と健康確保セミナー」を開催しています。

高年齢者の特性を踏まえた安全衛生教育のポイントや転倒対策、肩こり・腰痛・膝痛対策等

令和3年10月4日
中央労働災害防止協会

※ 中小企業サポート事業（無料）の集団支援または個別支援をご利用いただけます。
本事業では、上記に限らず、ニーズに応じたテーマでご支援を実施しています。

👉 中小サポート事業のサイト
https://www.jisha.or.jp/chusho/support.html


